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高齢者をささえるしくみ
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●高齢者の暮らしの相談を受けます。
●高齢者の権利を守ります。
●高齢者の介護予防をすすめます。

（巻末参照）

相談先

介護保険制度のしくみ
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令和7年度 11,914人

12,103人令和８年度

令和８年度

令和7年度 約206億円

約209億円

令和８年度 12,103

令和８年

令和8 72,212

209

　令和6年度～令和8年度の第9期保険料基準額については、認定者数や介護サービスの見込費用額等の
増加が見込まれることから、第8期保険料より増額となりました。
　なお、負担の軽減を図るため、引き続き保険料設定の弾力化や、公費投入による第1段階から第3段階
の低所得者への保険料軽減の強化を行っていきます。

令和7年度

令和8年度

30,380人

29,755人

41,694人

42,457人

72,074人

72,212人

0.45

平成27年
4月～

平成31年
4月～

令和2年
4月～

令和6年
4月～

令和6年
4月～

令和6年
4月～

平成27年
4月～

平成27年
4月～

平成31年
4月～

平成31年
4月～

令和2年
4月～

令和2年
4月～
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0.3 0.285

0.7 0.7 0.7
0.75 0.75

0.725 0.7

0.75
0.69

0.685
0.6

0.5 0.485

0.685

0.5

基準額
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5 0.5
0.455

第１段階 第２段階 第３段階

公費を投入しています

基
準
額
に
対
す
る
割
合

３

介護保険料と納め方

【65歳以上の人全員（第１号被保険者）】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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82万6500
×0.285 19,836円

33,756円

47,676円

59,160円

69,600円

78,648円

90,480円

107,880円

118,320円

146,160円

156,600円

170,520円

187,920円

×0.485

×0.685

× 2 . 70

× 2 . 45

× 2 . 25

× 2 . 10

× 1. 70

36
8

8 9
8

39,440円59,160円

39,400円

※【令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の算定について】
　令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上
げられますが、介護保険事業の安定した運営を図るため、令和8年度の介護保険料に限り、給与収入額が55
万1,000円以上190万円未満の被保険者については、合計所得金額及び世帯の市民税課税状況の判定と
もに従前の方法により算定します。
　税制改正に伴う特例措置の詳細については、市ウェブサイトをご覧ください。
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令和 8年度令和 7年度

87

・年度の途中で65歳になられた人　　　 ・富士市へ転入された人　
・4月１日に年金を受給されていない人　・年度の途中で受給されている年金の種類を切り替えた人
・年金受給が差し止められている人　　　・年金を担保に融資を受けられている人　
・年度の途中で所得更正により保険料に変更があった人
　（増額の場合は、特別徴収額は変更されず、増額分のみ普通徴収となります。）
・老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている人（老齢厚生年金は受給）
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【40歳以上65歳未満の医療保険加入の人（第２号被保険者）】  

　国民健康保険に加入している人は、基礎分（医療給付分）と後期高齢者支援金分と介護納付金分と子ども・
子育て支援納付金分を合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めます。

　国民健康保険税=基礎分（医療給付分）＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分＋子ども・子育て支援納付金分

合わ

合わ

問い合わせ

6.7

3.1 260,00012,400 8,000

670,00018,90026,900

2.5 170,00018,700

43前年の
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額には、18歳以上被保険者均等割額（130円）を含みます。

保険

30,0002,1000.3子ども・子育て
支援納付金分
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【40歳以上65歳未満の医療保険加入の人（第２号被保険者）】  

　国民健康保険に加入している人は、基礎分（医療給付分）と後期高齢者支援金分と介護納付金分と子ども・
子育て支援納付金分を合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めます。

　国民健康保険税=基礎分（医療給付分）＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分＋子ども・子育て支援納付金分

合わ

合わ

問い合わせ

6.7

3.1 260,00012,400 8,000

670,00018,90026,900

2.5 170,00018,700

43前年の
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額には、18歳以上被保険者均等割額（130円）を含みます。
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